
１

１１
１

Ｊ

い。昨日の講演では中四国の医学図書館１０機関の

分担保存の格差は最大が７４４誌で最少が６４誌であ

った。大学間でも最大と最少では約１０倍の差があ

る。病図協の分担保存雑誌数の格差は覚唐せざる

を得ない。さらに調査分析を進め、できる限り平

等に近づけるしかない。

表４ 何をどこが分担するか 病図協総合目録によ

る調査 総雑誌数１，８７６誌（和誌８６３ 洋誌１，０１３）

Ｈ も古 い和 誌 ① ８７９年 １巻 温知医談 ｌ会員
（２）１８９７年 ｌ巻 日本眼科学会雑誌 ３会員
③ ９０１年 ２巻 日本外科学会雑誌 ３会員

ａ も古 い洋 誌 ①１９０１年 巻 ＡｍＪＮｕｒｓｉｎｇ ｌ会員
②１９１７年 巻 ＡｍＪＯｒｔｈｏｐＳｕｒｇ ｌ会員
③１９１９年 巻 ＪＢＪＳ ２会員

ユニークタイト１
Ｉ会員のみ
所蔵の雑誌

ユニークタイトル 和誌 ３８４誌 洋誌 ４５５誌 計 ８３３誌
４４．５％ Ｈ．Ｓ％ Ｈ．７％

上位１０会員のユニークタイト１レ数
和誌 ４７〉３８〉３６〉２９〉２７〉２２〉２２〉２１＞１４〉１４
洋誌 ９８〉３７〉３５〉３３〉２４〉１８〉１４〉１４〉１３〉１２

６． 分担保存作業手順（ 表５ ）

現在病図協では和・洋雑誌目録の同時改訂の作

業を進めている。今回は個別誌名記入方式に変更

したので、会員から提出されたデータのチェック

に予想外の時間を費やしている。人力はｄＢＡＳＥ

Ⅲを使って会員で分担し、目録更新データをコン

ピュータバ こ入力しなければ、分担保存の作業に

取りかかれない状況である。

予定の作業手順（ 表５ ）は、まず機械的に全雑

誌について古い順に５会員までを選ぶ。おおざっ

ぱではあるが、これで対象になるデータは大幅に

減る。問題のユニークタイトルと古い年代のみ所

蔵している雑誌については、機械で拾い、さらに

手作業で検討すべきと考えている。

ある程度の調整の後に会員毎のリストを配り、

引き受けられるかどうかを問い合わす。その返答

をみて最終的に決定する。目録改訂版にはどの雑

誌をどの会はが分担保存を引き受けているかを表

示する。
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題の解決を迫られるであろう。データの調整だけ

でなく、各会員の管理者に分担保存についての理

解と協力を求めなければ成り立だない事業である。

そのために、あまり無理のない、ゆるやかな分担

保存協定を作る予定である。

以上、分担保存について、まず必要性について

幾つかの角度から検討し、さらに分担保存の準備

作業について現在進行中の病図協の分担保存を例

にとって紹介した。

表５ 分担保存作業手順（目録改訂作業と並行して）

目 録 改訂 作業 ＊コンピュータ・ファイル管理センターのホスト

コンビ
・ュ―タで目録データを更新する

＊個別誌名記入方式の採用

＊所蔵データ・欠号データはパソコンに落として
ｄＢＡＳＥＩＥを使って作業を分散

分担 保存 作業 ①目録の全雑誌を対象に古くから所蔵している会
員５機関までを機械的に選び出す

②そのうちユニークタイトルと受入中止雑誌につ
いては別に検討する

③一定の調整をして会員別に分担保存対象雑誌の
一覧を配付して、分担保存の可否を問う

④最終的に調整して分担保存機関を決定する
⑤目録改訂版に分担保存機関を表示する

分担保存の更新 ＊ｍ．行目録作成と同時に廃棄目録を作成する予定

資料 の 廃棄（廃 棄 基 準 を含 む）

飯田 育子

（ 浜松赤十字病院）

１．はじめに

病院図書室が、利用者に役立つ医療情報を提供

するためには、常に新鮮な資料を備えて置くこと

が要求される。そして、限られた書架スペースに

利用度の高い資料を配架するために、定期的に所

蔵資料を見直し、新陳代謝を図らなければならな

い。つまり、計画的な除架や廃棄が必要になるわ

けである。ここでは、廃棄の目的、計画、基準等

について述べる。

また、目録改訂版完成後は次回の改訂までのメ ２． 廃棄の目的

ンテナンスとして現行所在目録を作成する計画があ 廃棄は、破損、汚損や、内容が古くなり利用価

る。それと同時に、おそらく分担保存雑誌であって 値がないなどの理由で、資料を捨てて処分するこ

も廃棄ぜざるを得ない会員も出てくる可能註はあ とをいう。廃棄の目的は、利用する際にじゃまに

り得 るので、廃棄目録も作成すべきだと考えている。 なる不用資料などを取り除くこと、図書室にとっ

最終的な作業にはいると、さらにいろいろな問 て必要な蔵書の構成を維持すること、そして書架

９９－
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スペースを有効に利用することである。

３． 廃棄の計画

廃棄を行う前に、所属機関の目的、利用者のニ

ーズ、スペースの制約、資料の種類などを考慮し

て、廃棄の計画を立てる。

（ｌ）必要度の分析

最初に、廃棄の必要度を分析する。

まず書架スペし スを計算して、資料の年間増加

数に必要なスペースと、書庫の収容能力を把握す

る。収納率を上げるには、書架間隔を狭くしたり、

書架を高くする。建物の構造上可能なら、集密書

架を導入する。次に収書方針との関係を明確にし

ておく。個々の図書室で情報サービスをするには、

どの程度の蔵書が必要であ るか、年間どのくらい

除架、廃棄を行うか、どの程度改訂版、新版の購

入をして蔵書の更新をするかなどの方針を、図書

委員会で検討しておく。最後に利用動向を調査す

る。貸出回数、閲覧回数、複写回数などの利用統

計を取り、数値的に利用状況を調べる。しかし、

病院図書室では、２４時間オープンなどにより、利

用統計が非常に取り こくい状況にあり、統計だけ

では資料の重要度を判断しにくいので、必ず利用

者に不用かどうかの意見を聞くようにする。

（２）代替案の検討

次に、廃棄に替わる代替案の検討をする。

まず、保存資料として別置できるかどうかの検

討をする。萌属機関に関係する資料は長期保存と

し、別價することなどである。 ２番目に、院内の

他の場萌や、院外に貪庫を借りて保存する可能性

を検討する。３番目に、汪縮した資料の利用を検

討する。長期保存する雑詰で量力侈 い場合は、マ

イクロフィルムやＣＤ－ＲＯＭの尉人で、ス ペースが節

約できるｏ た

可能性を調べる。一旦廃棄すれば、その資料は院

内で人手できなくなるので、特に雑誌について、

複写が依頼できるかどうかは重要な問題である。

（３）実行の可能性の検討

以上を調査してから、実行の可能性を検討する。

まず会計上の問題として、図書室の資料が、病

院の物品管理上どのように扱われているかをよく

調べ る。備品扱いされてい ると廃棄手続きが大変

だが、消耗品扱いなら廃棄しやすい。 次に、管理

者の理解を得なければならない。管理者が図書室

についてよくわかっていない場合は、保存に固執

することもあるので、よく事情を説明する。利用

者の理解も大切である。廃棄しても相互貸借で取

り寄せできることを話し、理解してもらう。廃棄

作業は大変なので、担当者が実際の廃翻 乍業を行

うための、時間や労力の検討も必要である。

４。 廃棄の基準

廃棄の基準は、病院の種類、図書室の規模等で

違ってくる。廃棄基準がないと、その図書室とし

ての不用資料の選別に一貫性がなくなる恐れがあ

るから、各々の図書室で独自の廃棄基準を持つこ

とは必要である。図書委員会で十分検討して、廃

棄基準刳乍る。

（１）廃棄基準の作り方

廃棄基準には、廃棄の対象（ 資料の種類 ）、廃

棄の時期（ 不用図書の選別、実際の廃棄作業 ）、

廃棄方針（ 不用の判断基準、廃棄する年数等 ）な

どの項目を盛り込む。

（２）廃棄・除籍の対象となる資料と基準

１）単行本

①不用図書一内容的に古くなり、文献的価値を

喪失していると判断されるもので、発行後、１０年

以上を経たテキストブックなどが対象となる。医

学書の寿命は短いので、１０年を一区切りとして、

専門家にチェックしてもらうとよい。ルーズリーフ

式出版物で、新たに差し替えが行われず、古くな

ったものも対象となる。次に、新版・改訂版など

が出版され、購入した場合の旧版がある。テキス

－ １００－
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トブック等で、利用者が旧版の保存を希望すると

きや、旧版に新版には引き継がれなかった章や項

目がある時は、別置などを検討する。②破損、汚

損、摩耗一補修や再製本できない場合は、廃棄の

対象となる。まだ必要な図書なら、同じ ものを再

購入する。③複本一図書を複数購入したり、寄贈

図書で複本ができた場合などで、一定期間を経過

して利用度が低下し かものは、１冊を残して廃棄

する。④数量更正一すでに受入の済んでいる図書

で、後に利用上、保管上の問題から分冊を製本し

て合冊したり、１冊を分冊したりする場合がある。

登録冊数と現在冊数を合わせるため、元の受入図

書を一旦除籍して、改めて再ぽ録するｏ ⑤寄贈一

自分の所では使わなくても、他の所では役立つも

のを寄贈する場合も、廃棄手続きをする。⑥亡失

図書一蔵書点検により不明が確認されたのち、一

定期間か過ぎたもの、盗難・天災などにより回収

不能となったもの、貸し出した資料が返却されず、

回収不能となったものなどがある。少なくとも１

年以上は調査した方がよい。廃棄手続きをするの

は、 ２、３年待ってからにするが、利用度の高い

資料は購入することも検討する。

２）雑 誌

①まず、決められた保存期間か過ぎたものが、

廃棄の対象となる。製本しない雑誌もあるので、

受入カードの備考欄に、保存年限を明記しておく。

③寄贈された雑誌で、一定期間の利用を目的とし

で受け入れている広報誌、宣伝誌などは、その期

開か過ぎれば廃棄する。③廃刊・休刊によって購

入中 止となり、不用と判断されたものも対象とな

る。④需要がなくなったり、問い分野の別のタイ

トル誌に変更する場合等で、購入中 止になった雑

誌のバックナンバー、⑤マイクロフィルム版やＣＤ

－ＲＯＭ版を所蔵したときの現物誌、⑥累積版が出

たあとの分冊版も対象となる。①利用度が低いも

ののバックナンバーも、廃棄の対象であ る。診療

主体の病院の場合、バックナンバーの保存を１５年

位と考えるのが一般的だと言われているが、厳密

には、個々の雑誌毎に年数を決めるのがよい。

雑誌の廃棄基準を作る時には、特に以下の点に

注意する。①総目次・総索引は、別冊として出て

病院図 書室 Ｖｏｌ．１２Ｎ〔１４，１９９１・１９９２

いれば残し、二次資料として使う。②臨時増刊号

・特集号・別冊などは、別置したり単行本扱いし

ていれば、雑誌と一緒に廃棄せず、単行本のよう

に、改訂版・新版が出たら処分を検討する。③地

域、館種別ネットワークで、分担保存の担当にな

っているかをチェックする。分担保存制度が始ま

っていない場合も、将来に備えて、ユニークタイ

トルは残す。④医学図書室としてのコア・ジャー

ナルは、なるべく残すようにする。

３）新 聞

保存期開か過ぎたものが対象となる。半年から

１年位の保存を目途にするとよい。また、縮刷版

やマイクロフィルム版、ＣＤ－ＲＯＭ版を入手できた

ものは、元の新聞を廃棄できる。

４）年報、年鑑、白書、調査報告書、パンフレット

など

まず、保存期間か過ぎたものが対象となる。年

鑑や統計類の保存は、５～７年間でよいともい わ

れている。パンフレットなど、短期間の利用を目的

とするものや、新版がでたら利用価値力七くなるも

のも対象になる。あとは、単行本の廃棄に準ずる。

５）視聴覚資料一録音テープ、ビデオ、マイクロフ

ィルム、スライドなど

耐用年数を過ぎたものは、廃棄の対象になる。

恒温（ 摂氏１５度 ）、恒湿（ 湿度５０グヽ ）で保存して

いて、録音テープ、ビデオは５０年、マイクロフィ

ルムは永久にもっと言われる。一般に映像の劣化

は１０年で、カラーフィルムは１０年位で退色する。

内容が古くなったものも対象になる。破損、汚損、

摩耗したものは、まだ利用があれば、再購入の可

否を検討する。あとは、単行本の基準に準ずる。

６）ニューメディアーＣＤ一ＲＯＭ、コンピューターの

ソフトなど

ＣＤ－ＲＯＭ製品には、レンタルと買い取りがある。

買い取り製品で新版がでた場合い 日版は処分でき

る。ＣＤの耐用年数は１５年とも、２０～３０年位とも言

われるが、耐用年数が過ぎたものは廃棄の対象に

なる。また、内容が古くなったものや破損したもの

－ １０１－
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も対象となる。後は、単行本の廃棄に準ずる。コン １． 病院図書室のふたつの柱

ピューターのソフトは、購入時、発売元からユーザ まず最初に、私は「 新鮮な資料を利用者に提供

一登録をするように要求されることが多い。バー し書架には常に新しい資料が配架されている 」と

ジョン・アップで新しいソフトを人手してからも、 いうことと「 蔵書を保存する 」というこのふたつ

契約上、古いソフトを他のパソコンで使うことは

できないので、必要がなくなれば廃棄する。

５． 廃棄作業の手順 ＜省略＞

６． おわりに

スペース不足に悩む病院図書室では、廃棄は切

実な問題である。そこで、スペースの問題のみが

強調されがちであ るが、廃棄は書架スペースの不

足対策としてのみ捉えるのではなく、効果的な医

療情報サービスの妨げになるものの排除を、第一

に考えるべきである。病院図書室の収書の基本は、

の事柄は、今後の病院図書室の発展にとって、欠

くことのできないふたつの大きな柱であると考え

ています。

ひとつめの柱の「 新鮮な資料を利用者に提供す

る 」ことは、私たちの果たす役割の基本的な部分

で、その点ではオンライン検索やＣＤ－ＲＯＭを導入

して情報のタイムラグを短くレ情報を提供するこ

とに努力を重ねてきました。以上のことだけを捉

えても病院図書室として一定発展してきていると

いえるでしょう。しかし、ここで取り上げたいの

は、もう一方の柱の資料の保存という問題です。

診療に役立つ、有益で最新の医療情報を集めるこ ２．保存の目的

とである。資料の保存と廃棄は、表裏一体の関係 では、なぜ「 保存すること 」が大事なのでしょ

にあるので、収書方針と保存方針がはっきりすれ うか。その目的と、どうしたらその課題を乗り越

ば、㈲を廃棄するかが明確になる。そして、定期 えることができるのか、もう少し掘り下げて考え

的な書架点検を行い、不用資料を除架し、蔵書の てみる必要があると思います。

更新を図り、利用者にとって魅力的な蔵書構成を

維持しなければならない。

廃棄を考える際に大切なことの一つに、ネット

ワークによる相互協力がある。地域ネットワーク

の場合、地元の大学図書館が保存図書館の役割を

果たすことになるが、大学図書館の負担軽減とい

うだけでなく、病院図書室の自立という意味で払

今後分担保存が必要になるであろう。また、保存

図書館の雑誌の欠号補充に協力し、長期的な支援

体制の確立もあわせて考えていかなければならな

い。そのためにも、単に廃棄するのではなく、寄贈

や交換に出し、資料の有効利用を図る必要がある。

資 料 の 保 存 方 法 の 動 向

前田 元也

（ 西淀病院）

本日は「 資料の保存方法の動向 」という非常に

大きなテーマではございますが、共に考えてみた

いと思います。

－１０２

まず保存を行う目的ですが、ここでは、病院図

書室という限られた範囲ではなく図書館とい う大

きな枠組みの中で考えてみたいと思います。それ

には大きく分けてふたつの目的があると思います。

まずひとつめは、利用するために保存するとい

うことです。ともすれば保存と利用というムたつ

の概念は相対するもので、利用すると本が傷むか

ら、利用は極力避けた方がよいのではないかと考

えられがちですが、そうではないと思います。図

書館におけ る保存というのは、美術館や博物館の

ような概念とは異なり、その資料の内容を提供し

ていくことが、大切な役割であるからです。

つまり、利用者により質の高い幅広いサービス

を提供するためには、厚みのある蔵書を築きあげ

ていかなければならないということを再認識する

ことが大切です。

ふたつめの目的は、人類の文化的財産を後世に

伝えていくということです。最近、酸性紙の問題

で何年か先には資料が資料として存在しないので

はないかという声が高まっています。図書館の存

続にもかかかるたいへんなことです。保存してい




